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設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）の核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定す

る許可の基準への適合について 

 

原規規発第 2301252 号 

令和５年１月２５日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

令和４年４月２７日付け総室発第１１号（令和４年１１月２５日付け総室発

第７５号をもって一部補正）をもって、日本原子力発電株式会社 取締役社長 村

松 衛から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づ

き提出された東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子

炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３

条の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については以下のとおり

である。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

３月３０日付けで許可を受けた方針を適用することに変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め

られる。 

 



２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金及び調達計画は必要と

しないとしている。 

本件申請については、工事を伴わず、追加の資金の調達は発生しないことか

ら、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要

な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更す

るために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核

燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであると認められる。 

 

６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３

の５第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合する

ものであると認められる。 
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（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和５年１月２５日 

原子力規制委員会 
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

の規定に基づいて、日本原子力発電株式会社（以下「申請者」という。）が原子力

規制委員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「東海第二発電所発電用原

子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）」（令和 4年 4月 27 日申請、

令和 4 年 11 月 25 日一部補正。以下「本申請」という。）の内容が、以下の規定

に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の８第２項の規定により準用する同法第４３

条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術

的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能力に係る規定 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行する

に足りる技術的能力があること。） 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の

防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること。） 

 

本申請は、有毒ガス防護に係る要求を追加するため「再処理施設の設計及び工

事の方法の技術基準に関する規則等の一部を改正する規則」（平成 29 年原子力規

制委員会規則第 6号）により改正された「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平成 25 年原子力規制委員会規則第 5

号。以下「設置許可基準規則」という。）並びに「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部改正について」（原

規技発第 1704051 号（平成 29 年 4月 5 日原子力規制委員会決定））により改正さ

れた「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則の解釈」（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決

定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。）及び「実用発電用原子炉に係る発

電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」（原規技発第 1306197 号（平成 25 年 6 月

19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）

を踏まえ、発電用原子炉施設の設計及び手順等を変更するものである。 

上記の設置許可基準規則等の主な改正点は、以下のとおり。 

（１）原子炉制御室（設置許可基準規則第２６条関係） 
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一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発

生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全

性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、

又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができ

るよう、原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍において、

工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有

毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するた

めの装置を設けること。 

（２）緊急時対策所（設置許可基準規則第３４条関係） 

緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガス

が発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊

急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護する

ための設備を設けること。 

（３）緊急時制御室（設置許可基準規則第４２条関係） 

緊急時制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍に、有毒ガスの

発生時において、有毒ガスが緊急時制御室の運転員に及ぼす影響により、運

転員の対処能力が著しく低下し、特定重大事故等対処施設の機能が損なわれ

ることがないよう、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置

及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時制御室において自

動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けるこ

と。 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基

礎に係るもの及び第５号の規定（第４３条の３の５第２項第１１号の体制が原子

力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関する審査結果

は、別途取りまとめる。 

 
２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。） 



 

3 

 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び重大事故

等防止技術的能力基準 

（３）同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則及び設置許

可基準規則解釈 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド等を参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１）有毒ガス防護に係る影響評価ガイド（原規技発第 1704052 号（平成 29 年

4 月 5 日原子力規制委員会決定）。以下「影響評価ガイド」という。） 

（２）原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）

（平成 21・07・27 原院第 1 号（平成 21 年 8 月 12 日原子力安全・保安院）） 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、本申請に係る

技術的能力指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設、重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設並

びに重大事故等対処に係る技術的能力」には、設置許可基準規則及び重大事故等

防止技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

なお、本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応

じ、文章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、設置許可基準規則等の改正に伴い、東海第二発電所における中央制御

室、緊急時対策所、特定重大事故等対処施設等について、有毒ガスの発生に対する

防護方針を定めるとしている。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを要求している。また、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用

原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。

なお、本申請に係る重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力についての審査結果は、Ⅳで記載する。 

 

申請者は、本申請に係る発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び発

電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力に関して、発電用原子炉施

設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品質保

証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置に係る方針を示し

ている。 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、変更内容が令和 4年 3月 9日付け

原規規発第 2203092 号をもって許可した「東海第二発電所発電用原子炉設置変更許

可申請書（発電用原子炉施設の変更）」（令和 3 年 6 月 25 日申請及び令和 4 年 1 月

14 日一部補正。以下「既許可申請」という。）から、設計及び工事の業務の実施者、

技術者数等を本申請時点とするものであり、既許可申請の審査において確認した方

針から変更がなく、技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ 設計基準対象施設、重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処施設

並びに重大事故等対処に係る技術的能力 
本章においては、本申請について、設計基準対象施設、重大事故等対処施設及び

特定重大事故等対処施設並びに重大事故等対処に係る技術的能力に関して審査し

た結果を示した。 

本申請に関する設置許可基準規則、重大事故等防止技術的能力基準及び影響評価

ガイドの要求事項等は以下のとおりである。 

（１）原子炉制御室（第２６条関係） 

（２）緊急時対策所（第３４条関係） 

（３）緊急時制御室（第４２条関係） 
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（４）重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防

止技術的能力基準１．０項関係） 

（５）有毒ガス防護に係る影響評価の考え方（影響評価ガイド関係） 

設置許可基準規則は、原子炉制御室及びその近傍、緊急時対策所及びその近傍、

緊急時制御室及びその近傍、並びに有毒ガスの発生源の近傍において、工場等内に

おける有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検

出した場合に原子炉制御室、緊急時対策所及び緊急時制御室において自動的に警報

するための装置を設けることを要求している。 

重大事故等防止技術的能力基準は、有毒ガス発生時の原子炉制御室及び緊急時制

御室の運転員、緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員並び

に重大事故等対処上特に重要な操作を行う要員（以下「運転・対処要員」という。）

の防護措置に係る手順及び体制の整備として、必要な措置を講じることが手順書に

定められていることを要求している。 

影響評価ガイドは、有毒ガス発生時において、運転・対処要員の防護に関し、有

毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質の特定、有毒ガス防護のための判断

基準値の設定、対象発生源特定のための評価及び対象発生源による影響評価の考え

方を示している。 

 

申請者は、影響評価ガイドを参照し、敷地内外において貯蔵施設に保管されてい

る、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及

び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている、有毒ガスを発生させるお

それのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して、有毒ガスが

発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施し

た結果、固定源については、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることを確認

し、また、可動源については、有毒ガス防護に係る対策を行うことにより、運転・

対処要員を防護できる設計とする。これにより、有毒ガスの影響により、運転・対

処要員の対処能力が著しく低下し、安全施設等の機能が損なわれることがない設計

とするとしている。また、予期せぬ有毒ガスの発生に対して、有毒ガス防護に係る

手順等を整備する方針としている。 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、設置許可基準規則及び重大事故等

防止技術的能力基準に適合するものと判断した。 
 
以下では、原子炉制御室、緊急時対策所、重要操作地点、緊急時制御室ごとに、

上記の設置許可基準規則及び重大事故等防止技術的能力基準への適合性を示す。 
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Ⅳ－１ 原子炉制御室の運転員 
本節では、追加要求となった第２６条第３項第１号の規定に基づき、適切に対応

する方針であるかを確認した。また、追加要求となった重大事故等防止技術的能力

基準１．０項の規定に基づき、有毒ガス発生時の原子炉制御室の運転員の防護措置

に係る手順等が手順書に適切に整備される方針であるかを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．１ 原子炉制御室（第２６条関係） 
第２６条第３項第１号は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障

その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉

施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に

入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができ

るよう、原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍において、工場

等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置を設ける

ことを要求している。 

同項の設置許可基準規則解釈は、「当該措置をとるための操作を行うことができ

る」には、有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが原子炉制御室の運転員に及ぼす影

響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるこ

とがないことを含むとしており、「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時に

おいて、運転員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいうとしており、「工

場等内における有毒ガスの発生」とは、有毒ガスの発生源から有毒ガスが発生する

ことをいうとしている。 

 

申請者は、以下のとおり、固定源については、評価を実施した結果が有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを確認し、また、可動源については、有毒ガス

防護に係る対策を行うことにより、運転員を防護できる設計とする。これにより、

有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施

設の安全機能が損なわれることがない設計とするとしている。 

①影響評価ガイドを参照し、固定源及び可動源それぞれに対して、有毒ガス防護

に係る影響評価を実施する。 

②有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出さ

れるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動

源を特定する。 

③固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる評価条件は、防液堤の設置状況

等を踏まえ設定する。 
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④固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護

のための判断基準値を下回ることを確認し、運転員を防護できる設計とする。 

⑤可動源に対しては、発電所員の立会い、通信連絡設備による連絡、中央制御室

換気系の隔離、防護具の着用等の対策により、運転員を防護できる設計とする。 

⑥有毒ガス影響を軽減するための防液堤の保守管理及び運用管理を適切に実施

する。 

なお、上記⑤の通信連絡設備については、既許可申請において審査した第３５

条に適合するための通信連絡設備を使用するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、運転員の吸気中の有毒ガス濃度を評価す

るため、影響評価ガイドを参照して、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ、

固定源及び可動源を特定するとしていることを確認した。また、固定源からの有毒

ガスに対しては、運転員の対処能力が損なわれるおそれがないよう、設置されてい

る防液堤により、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のため

の判断基準値を下回る設計とすることを確認した。さらに、可動源からの有毒ガス

に対しては、原子炉制御室換気設備の隔離等の対策により、運転員を防護する設計

とすることを確認した。なお、既許可申請において審査した通信連絡設備を使用し

ても、第３５条の適合性に影響を与えないことを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又

は故障その他の異常が発生した場合に限らずに、有毒ガス発生時に運転員を防護で

きる設計とすることを確認したことから、第２６条に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項

（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 
重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」は、手順書の整備として、

有毒ガス発生時の運転・対処要員の防護に関して、以下に掲げる措置を要求してい

る。 

a.運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以

下とするための手順と体制を整備すること。 

b.予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御室の運

転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の配備、着用等運用面の対策

を行うこと。 
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c.設置許可基準規則第６２条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの発生

を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員から、当該運転員以外の運転・対処

要員に知らせること。 

 

申請者は、中央制御室の運転員の防護措置として、以下のとおり手順書を整備す

る方針としている。 

①有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよ

う、運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下と

するための手順と体制を整備する。 

②固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るようにする。 

③可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員が事故対策に必要な

各種の指示・操作を行うことができるようにする。 

④予期せぬ有毒ガスの発生時においても、運転員が配備した防護具を着用するこ

とにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順と

体制を整備する。 

⑤有毒ガスの発生による異常を検知した場合、通信連絡設備により、有毒ガスの

発生を発電所内の必要な要員に周知する手順を整備する。 

なお、上記⑤の通信連絡設備については、既許可申請において審査した第６２

条に適合するための通信連絡設備を使用し、重大事故等防止技術的能力基準１．

１９項の手順によるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、固定源及び可動源からの有毒ガス並びに

予期せぬ有毒ガスの発生に対する原子炉制御室の運転員等の防護措置として、上記

①から⑤の手順等を手順書に整備するとしていることを確認した。また、既許可申

請において審査した通信連絡設備を使用しても、第６２条及び重大事故等防止技術

的能力基準１．１９項（以下「第６２条等」という。）の適合性に影響を与えないこ

とを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求

事項に適合するものと判断した。 
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Ⅳ－２ 緊急時対策所の要員 
本節では、追加要求となった第３４条第２項の規定に基づき、適切に対応する方

針であるかを確認した。また、追加要求となった重大事故等防止技術的能力基準１．

０項の規定に基づき、有毒ガス発生時の緊急時対策所において重大事故等に対処す

るために必要な要員の防護措置に係る手順等が手順書に適切に整備される方針で

あるかを確認した。 

 

 

Ⅳ－２．１ 緊急時対策所（第３４条関係） 
第３４条第２項は、緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍に

は、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガス

の発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊

急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための

設備を設けることを要求している。 

同項の設置許可基準規則解釈は、「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時

において、指示要員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいうとしており、

「有毒ガスが発生した場合」とは、有毒ガスが緊急時対策所の指示要員に及ぼす影

響により、指示要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれる

おそれがあることをいうとしている。 

 

申請者は、以下のとおり、固定源については、評価を実施した結果が有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを確認し、また、可動源については、有毒ガス

防護に係る対策を行うことにより、重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員を防護できる設計とする。これにより、有毒ガスが当該要員に及ぼす影響によ

り、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることが

ない設計とするとしている。 

①有毒ガス防護に係る影響評価は、Ⅳ－１．１①と同様に実施する。 

②固定源及び可動源は、Ⅳ－１．１②と同じとする。 

③評価条件は、Ⅳ－１．１③と同じとする。 

④固定源に対しては、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員の吸気

中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るこ

とを確認し、当該要員を防護できる設計とする。 

⑤可動源に対しては、発電所員の立会い、通信連絡設備による連絡、緊急時対策

所換気設備の隔離、防護具の着用等の対策により、重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員を防護できる設計とする。 

⑥防液堤の保守管理及び運用管理は、Ⅳ－１．１⑥と同じとする。 
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なお、上記⑤の通信連絡設備については、既許可申請において審査した第３５

条に適合するための通信連絡設備を使用するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、重大事故等に対処するために必要な要員

（指示要員を含む。）の吸気中の有毒ガス濃度を評価するため、影響評価はⅣ－１．

１①と同様に実施すること、固定源及び可動源は、Ⅳ－１．１②と同じであること

並びに固定源の評価条件はⅣ－１．１③と同じであることを確認した。また、固定

源からの有毒ガスに対しては、設置されている防液堤により、重大事故等に対処す

るために必要な要員（指示要員を含む。）の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有

毒ガス防護のための判断基準値を下回る設計とすることを確認した。さらに、可動

源からの有毒ガスの発生に対しては、緊急時対策所換気設備の隔離等の対策により、

重大事故等に対処するために必要な要員（指示要員を含む。）を防護する設計とす

ることを確認した。なお、既許可申請において審査した通信連絡設備を使用しても、

第３５条の適合性に影響を与えないことを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、有毒ガス発生時に重大事故等に対処するために

必要な要員（指示要員を含む。）を防護できる設計とすることを確認したことから、

第３４条に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－２．２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項

（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 
重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」の要求事項は、Ⅳ－１．２

と同じである。 

 

申請者は、災害対策要員（運転員を除く。以下同じ。）の防護措置として、以下の

とおり手順書を整備する方針としている。 

①有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよ

う、災害対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値

以下とするための手順と体制を整備する。 

②固定源に対しては、災害対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回るようにする。 

③可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、災害対策要員が事故対策に

必要な各種の指示・操作を行うことができるようにする。 
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④予期せぬ有毒ガスの発生時においても、災害対策要員のうち初動対応を行う要

員が配備した防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操

作を行うことができるよう手順と体制を整備する。 

⑤有毒ガスの発生による異常を検知した場合、通信連絡設備により、有毒ガスの

発生を発電所内の必要な要員に周知する手順を整備する。 

なお、上記⑤の通信連絡設備については、既許可申請において審査した第６２

条に適合するための通信連絡設備を使用し、重大事故等防止技術的能力基準１．

１９項の手順によるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、固定源及び可動源からの有毒ガス並びに

予期せぬ有毒ガスの発生に対する緊急時対策所の災害対策要員の防護措置として、

上記①から⑤の手順等を手順書に整備するとしていることを確認した。また、既許

可申請において審査した通信連絡設備を使用しても、第６２条等の適合性に影響を

与えないことを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求

事項に適合するものと判断した。 
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Ⅳ－３ 重要操作地点の操作要員 
本節では、追加要求となった重大事故等防止技術的能力基準１．０項の規定に基

づき、有毒ガス発生時の重大事故等対処上特に重要な操作（屋外に設けられた可搬

型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）

の接続をいう。）を行う要員の防護措置に係る手順等が手順書に適切に整備される

方針であるかを確認した。 

 

 

Ⅳ－３．１ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項

（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 
重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」の要求事項は、Ⅳ－１．２

と同じである。 

 

申請者は、災害対策要員の防護措置として、以下のとおり手順書を整備する方針

としている。 

①有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよ

う、災害対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値

以下とするための手順と体制を整備する。 

②固定源に対しては、災害対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回るようにする。 

③予期せぬ有毒ガスの発生に対する手順と体制の整備は、Ⅳ－２．２④と同じと

する。 

④必要な要員に周知する手順の整備は、Ⅳ－２．２⑤と同じとする。 

 
規制委員会は、申請者の計画において、災害対策要員の防護措置として、上記①

から④の手順等を手順書に整備するとしていることを確認した。また、既許可申請

において審査した通信連絡設備を使用しても、第６２条等の適合性に影響を与えな

いことを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求

事項に適合するものと判断した。 
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Ⅳ－４ 緊急時制御室の運転員 
本節では、追加要求となった設置許可基準規則解釈第４２条３(e)の規定に基づ

き、適切に対応する方針であるかを確認した。また、追加要求となった重大事故等

防止技術的能力基準１．０項の規定に基づき、有毒ガス発生時の緊急時制御室の運

転員の防護措置に係る手順等が手順書に適切に整備される方針であるかを確認し

た。 

 

 

Ⅳ－４．１ 緊急時制御室（第４２条関係） 
第４２条第２号は、特定重大事故等時に原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な機能を有する設備を要求している。 

同条の設置許可基準規則解釈第４２条３(e)は、緊急時制御室及びその近傍並び

に有毒ガスの発生源の近傍に、有毒ガスの発生時において、有毒ガスが緊急時制御

室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、特定重大事故

等対処施設の機能が損なわれることがないよう、工場等内における有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時制

御室において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を

設けることを要求している。 

 

申請者は、以下のとおり、固定源については、評価を実施した結果が有毒ガス防

護のための判断基準値を下回ることを確認し、また、可動源については、有毒ガス

防護に係る対策を行うことにより、特重施設要員を防護できる設計とする。これに

より、有毒ガスが特重施設要員に及ぼす影響により、特重施設要員の対処能力が著

しく低下し、特定重大事故等対処施設の機能が損なわれることがない設計とすると

している。 

①有毒ガス防護に係る影響評価は、Ⅳ－１．１①と同様に実施する。 

②固定源及び可動源は、Ⅳ－１．１②と同じとする。 

③評価条件は、Ⅳ－１．１③と同じとする。 

④固定源に対しては、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガ

ス防護のための判断基準値を下回ることを確認し、特重施設要員を防護できる

設計とする。 

⑤可動源に対しては、発電所員の立会い、通信連絡設備による連絡、換気設備の

隔離、防護具の着用等の対策により、特重施設要員を防護できる設計とする。 

⑥防液堤の保守点検及び運用管理は、Ⅳ－１．１⑥と同じとする。 

また、上記②以外の固定源を収容している建屋において大型航空機衝突が発生

した場合には、防護具の着用手順等を整備することにより、特重施設要員等を
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防護できる設計とするとともに、上記⑤の通信連絡設備については、既許可申

請において審査した第４２条に適合するための通信連絡設備を使用するとし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、運転員の吸気中の有毒ガス濃度を評価す

るため、影響評価はⅣ－１．１①と同様に実施すること、固定源及び可動源は、Ⅳ

－１．１②と同じであること並びに固定源の評価条件はⅣ－１．１③と同じである

ことを確認した。また、固定源からの有毒ガスに対しては、運転員の対処能力が損

なわれるおそれがないよう、防護具の着用手順等をもって、運転員の吸気中の有毒

ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回る設計とすること

を確認した。さらに、可動源からの有毒ガスの発生に対しては、換気設備の隔離等

の対策により、運転員を防護する設計とすることを確認した。なお、通信連絡設備

を使用しても、第４２条の適合性に影響を与えないことを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、大型航空機衝突が発生した場合も含め、有毒ガ

ス発生時に運転員を防護できる設計とすることを確認したことから、第４２条に適

合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－４．２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項

（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 
重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」の要求事項は、Ⅳ－１．２

と同じである。 

 

申請者は、特重施設要員の防護措置として、以下のとおり手順書を整備するとし

ている。 

①有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の操作を行うことができるよう、特

重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下

とするための手順と体制を整備する。 

②固定源に対しては、特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回るようにする。 

③可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、特重施設要員が事故対策に

必要な各種の操作を行うことができるようにする。 

④予期せぬ有毒ガスの発生時においても、特重施設要員が配備した防護具を着用

することにより、事故対策に必要な各種の操作を行うことができるよう手順と

体制を整備する。 
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⑤有毒ガスの発生による異常を検知した場合、通信連絡設備により、有毒ガスの

発生を発電所内の必要な要員に周知する手順を整備する。 

なお、上記⑤の通信連絡設備については、既許可申請において審査した第４２

条に適合するための通信連絡設備を使用し、重大事故等防止技術的能力基準２．

２項の手順によるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、固定源及び可動源からの有毒ガス並びに

予期せぬ有毒ガスの発生に対する特重施設要員等の防護措置として、上記①から⑤

の手順等を手順書に整備するとしていることを確認した。また、既許可申請におい

て審査した通信連絡設備を使用しても、第４２条及び重大事故等防止技術的能力基

準２．２項の適合性に影響を与えないことを確認した。 

 

以上のことより、規制委員会は、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求

事項に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅴ 審査結果 
日本原子力発電株式会社が提出した「東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可

申請書（発電用原子炉施設の変更）」（令和 4 年 4 月 27 日申請、令和 4 年 11 月 25

日一部補正）を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１

項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合しているもの

と認められる。 


